
 

国立大学法人琉球大学千原地区自動販売機設置運営業務契約書(案) 

 

 国立大学法人琉球大学 学長 西田 睦（以下「甲」という。）と株式会社○○○○○

○ 代表取締役 ○○ ○○（以下「乙」という。）は自動販売機設置運営業務に関し、

以下のとおり契約する。 

 

（目的） 

第１条 本契約は、学生の課外活動、教職員等の福利厚生及び来学者へのサービスの充実を

図るため、琉球大学千原地区内に、清涼飲料水等自動販売機（以下「自動販売機」

という。）を設置・運営することを目的とする。 

（設置） 

第２条 自動販売機の設置場所及び台数は、別紙１のとおりとする。 

（指定する用途） 

第３条 乙は、前条の設置場所を自動販売機の設置・運営の用に供し、別紙２及び乙が提

出した企画提案書に基づき運営を行うものとする。 

（期間） 

第４条 本契約の期間は、令和４年７月１日から令和９年６月３０日までとする。 

（自動販売機設置場所貸与料） 

第５条 乙は自動販売機設置場所貸与料を、甲の発する請求書により指定期日までに年額

を一括で納めるものとする。なお、貸与料は、１台あたり年額３，７８０円（消費税及

び地方消費税含む）とし、１ヶ月単位の場合は月割り、１ヶ月に満たない場合は日割り

にて算出する。 

 ２ 乙は、指定期日までに自動販売機設置場所貸与料を支払わないときは、その期日の

翌日から納入の日までの日数に応じ、年３％の割合で計算した金額を延滞金として、

甲に支払わなければならない。 

（販売手数料） 

第６条 乙は販売手数料として、売上金のうち○○％を甲に納めるものとする（１円未満

の端数は切り上げ）。 

 ２ 算定期間は、毎年４月１日から翌年９月３０日までを上半期、１０月１日から３月

３１日までを下半期とする。なお、第１回目の算定期間は令和４年７月１日から令和

４年９月３０日までとする。 

３ 乙は、半期毎に自動販売機の売上金及び数量を速やかに集計し、前項に基づき販売

手数料を算定の上、甲に販売手数料申請書を提出するものとする。 

 ４ 甲は、前項の申請に基づき、請求書を乙に送付するものとする。 

 ５ 乙は、前項の請求書に基づき、指定期日までに甲の指定する口座に振り込むものと

する。 

６ 乙は、指定期日までに販売手数料を支払わないときは、その期日の翌日から納入の

日までの日数に応じ、年３％の割合で計算した金額を延滞金として、甲に支払わなけ

ればならない。 



 

（経費の負担） 

第７条 乙は本契約に係る次に掲げる費用を負担しなければならない。 

 （１）光熱水料 

 （２）自動販売機の搬入、据付に係る費用（設置に伴う基礎工事含む。） 

 （３）設置に伴う電気工事費等の費用 

 （４）契約終了時の自動販売機撤去に伴う費用及び原状回復費用 

 （５）各自動販売機置場に設置する回収容器等の設置、修理及び更新等の費用 

 （６）その他自動販売機設置・運営に関する費用 

（売上金の帰属） 

第８条 自動販売機による売上金は、乙に帰属するものとする。 

（販売価格） 

第９条 販売価格は、企画提案書に記載した価格で販売すること。また、販売価格を変更 

する場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。 

（災害時の提供） 

第１０条 甲は、災害時に無償で商品を提供する自動販売機（以下「災害時対応自動販売

機」という。）の商品を緊急使用できるものとする。 

ただし、災害とは、自動販売機の設置場所において震度５弱以上の地震又は同等以上

の天災が発生し、甲又は甲の所在する市町村に災害対策本部が設置された場合をいう。 

なお、緊急使用については、乙の同意を得て行うことを原則とするが、通信が途絶え

る等で乙に連絡が取れないときは、事後に了承を得るものとする。 

（災害時対応自動販売機の専用鍵の貸与等） 

第１１条 乙は、契約期間中、甲に対し災害時対応自動販売機の専用鍵（以下「専用鍵」

という。）を貸与するものとする。 

 ２ 甲は専用鍵の貸与を受けるにあたり、専用鍵の管理者を書面により乙に通知するも  

のとし、善良なる管理者の注意義務をもってこれを管理するものとする。 

  ３ 甲は甲が専用鍵を毀損、紛失等した場合、直ちに乙に通知するとともに専用鍵の代  

金を負担するものとする。 

（自動販売機の移動・撤去） 

第１２条 乙は、自動販売機の設置場所の新規設置、移動又は撤去について、甲から要望 

がある場合、甲乙間協議のうえ、誠意をもって対応するものとする。 

（禁止又は制限される行為） 

第１３条 乙は、第１条に規定する使用目的を変更してはならない。 

 ２ 乙は、本契約の全部又は、一部につき権利の譲渡、又は担保の用に供し、若しくは、  

自動販売機設置場所を第三者に使用させてはならない。 

  ３ 乙は、甲の書面による承諾なく、自動販売機設置場所について、修繕、模様替その  

他の行為を行ってはならない。 

  ４ 乙は、自動販売機設置場所の構造上もしくは管理上支障となる設備を設け、又は機  

器等を搬入してはならない。 

 ５ 乙は、乙又は乙が業務に従事させる者（以下「従業員」という。）が自動販売機設  



置場所の使用に関し、甲及びその他の第三者に迷惑又は損害を与えた場合は、自己の  

責任と負担により解決及び処理するものとする。 

  ６ 乙は、本契約の履行を第三者に委託する場合は、書面により甲の許可を得るものと  

する。 

（物件保全義務等） 

第１４条 自動販売機設置場所は、本来の用途又は目的を妨げない限度において使用させ

るものであり、乙は善良なる管理者の注意義務をもって維持保存しなければならない。 

 ２ 前項の維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費は、すべて乙の負担とす 

る。 

（中途解約） 

第１５条 甲・乙いずれか一方が契約を解除しようとするときは、契約を解除する３ヶ月 

前までに文書をもって相手方に申し出るものとし、相手方が当該申出に同意した時には、 

契約を解除することができるものとする。 

（契約の解除） 

第１６条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、直ちに本契約を解除することができ

る。 

 （１）乙が販売手数料の支払いを３ヶ月以上怠ったとき。 

 （２）乙が自動販売機を第１条の目的以外の用に供したとき。 

 （３）乙が滞納処分、仮差し押さえ、仮処分、強制執行等を受け、又は破産手続開始    

決定、民事再生手続き開始決定、銀行取引停止等の処分を受けたときなど、著しく

信用を失墜したとき。 

 （４）前各号に定めることのほか、本契約を継続することが著しく困難となる事情が    

発生したとき。 

（原状回復） 

第１７条 甲又は乙が本契約を解除したとき又は契約期間が終了したときは、乙は自己の 

負担で、甲の指定する期日までに自動販売機設置場所を原状に回復して返還しなければ  

ならない。ただし、甲が認めた場合においては、この限りでない。 

 ２ 乙が原状回復の義務を履行しないときは、甲は乙の負担において、これを行うこと  

ができる。この場合、乙は何ら異議を申し立てることができない。 

（損害賠償） 

第１８条 乙は、その責に帰する事由により、自動販売機設置場所の全部又は一部を滅失 

又はき損したときは、当該滅失又はき損による自動販売機設置場所の損害額に相当する 

金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、乙の負担により原状回復した 

場合は、この限りではない。 

 ２ 乙又は乙の従業員の故意又は過失により、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙  

はその賠償額に相当する金額を損害補償として、甲又は第三者に支払うものとする。 

３ 前二項に掲げる場合のほか、乙は、本契約書に定める義務を履行しないため損害を  

与えたときは、その損害額に相当する金額を損害補償として甲に支払わなければなら  

ない。 

 



 

（造作買取等請求権の請求禁止） 

第１９条 本契約が解除又は合意によって終了した場合には、乙は、甲に対して移転料・ 

立退料・損害賠償・造作買取・有益費請求その他何等の名目の如何を問わず、一切の請

求をしないものとする。 

（実施調査等） 

第２０条 甲は、本契約について、随時に実地調査を行い又は乙に所要の報告を求め、そ 

の結果に基づき、本契約に関し指示することができる。 

 ２ 甲は、第６条第３項の規定により乙から報告を受けた売上金について、その算出根

拠となる書類の提出又は開示を求めることができる。その場合、乙はこれに応じなけ

ればならない。 

（信義誠実の原則） 

第２１条 本契約の履行について、甲及び乙は、信義に従い誠実に行わなければならない。 

（紛争の解決） 

第２２条 本契約は日本国の法令に準拠するものとする。また、本契約に関する全ての訴

えについては、那覇地方裁判所を第１審の専属的合意管轄裁判所とする。 

（協議事項） 

第２３条 本契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、甲乙間にお

いて協議して定めるものとする。 

 

 本契約の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙双方で記名捺印のうえ、各１通を

保有するものとする。 

 

  令和  年  月  日  

 

 

                                    甲 沖縄県中頭郡西原町字千原１番地 

                                        国立大学法人琉球大学 

                                           学 長  西 田  睦 

 

 

                                    乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

                    株式会社 ○○○○○○ 

                    代表取締役 ○○ ○○ 

  



別紙１ 

 設置場所 飲料 食品 

1 西原町字千原 1番地 ○○○○○○ 台  

2 〃 ○○○○○○ 台  

3 〃  台  

4 〃  台  

5 〃  台  

6 〃  台  

7 〃  台  

8 〃  台  

9 〃  台  

10 〃  台  

11 〃  台  

12 〃  台  

13 〃  台  

14 〃  台  

15 〃  台  

16 〃  台  

17 〃  台  

18 〃  台  

  合計 台 台 

 

  



別紙２ 

国立大学法人琉球大学千原地区自動販売機設置運営業に係る条件 

 

（１） 設置・運営に関する条件 

① 現在の設置場所及び台数は別紙１のとおりとすること。 

② 災害時対応自動販売機は○台設置すること。 

③ 車椅子利用者等障がいのある者に配慮したユニバーサルデザインの自動販売機

を○台設置すること。 

④ 設置する自動販売機の意匠、色彩等は、周囲との調和を図るものとし、事業計画

作成に係る調整において、甲の了解を得たものとすること。 

⑤ 乙には借地権、賃借権、営業権等の私法上の権利は一切認めない。 

⑥ 転倒防止、防犯等の安全対策をとること。 

⑦ 設置、商品搬入及び空き缶等の回収の方法については、企画提案書の内容のとお

りとすること。 

⑧ 甲の許可を得て、設置台数を別紙１より減らす場合は、種類及び展示品数が現状

を下回らないこと。 

⑨ 自動販売機設置個所には、必ず空き缶等回収箱を設置し、定期的に廃棄物を回収

のうえ、分別・再利用等適切な処理を行うこと。なお、当該自動販売機にて購入

されたものでないものが混入していた場合も、同様に処理すること。 

⑩ 空き缶等回収箱は、廃棄物が溢れる等周囲の環境を損なう状態とならないよう、

適切な頻度で回収を行うこと。一時的な利用者の増による不測の廃棄物増や、本

学利用者からの回収依頼等については、臨機に対応すること。 

   （２）取扱商品等に関する条件 

① 販売商品については、アルコール飲料及びそれと誤解を招くもの（ノンアルコー

ルビール等）は不可とする。 

② 販売商品及び取扱メーカーは、企画提案書の内容のとおりとする。 

③ 品揃えの見直しのため、本学利用者の要望を把握する手段を用意すること。 

④ 季節、新商品の販売、本学利用者からの要望に応じ、随時品揃えを見直し、需要

に対応する体制とすること。 

⑤ 販売商品の品切れが起こらないよう、補充体制を整えること。 

⑥ 安全性に対する取組、衛生管理のための取組を実施すること。 

   （３）甲に支払う費用等に関する条件 

① 販売手数料については、第６条のとおり売上額（消費税及び地方消費税含む）に

○○％を乗じた額（１円未満は切り上げ）を、甲の発行する請求書により指定さ

れた銀行口座に支払期限までに支払うものとする。 

② 自動販売機設置場所貸与料については、第５条のとおり甲の発行する請求書によ

り指定された銀行口座に支払期限までに年額を一括で支払うものとする。 

③ 水道光熱費については、毎月メーター検針の報告に基づき、その実費分を甲が発

行する請求書に記載された支払期限までに支払うものとする。 

④ 契約開始による電気工事等及び契約満了による撤去等にあたって生じる一切の



費用は、乙の負担とする。 

⑤ 販売商品、自動販売機に起因する事故等（衛生管理に起因するものを含む。）が

発生した際の対応について、事前に体制を整えておくこと。なお、当該事故によ

り甲及び利用者に損害を与えた場合は、速やかに誠意をもって対応し、その損害

の賠償は、全て乙の責任において行うものとする。 

  （４）販売価格について 

① 福利厚生・サービス目的であるため、市場価格より１０円以上値引きして販売す

ること。 

（５）その他の条件 

① 当該業務のために使用する甲の土地及び建物を他の目的に供し、又は、転貸、担

保に供してはならない。 

② 甲及び利用者からの苦情、釣り銭切れ、故障等に係る連絡先を設け、誠意をもっ

てこれに速やかに対応すること。 

③ 大規模災害等の非常時に甲が被災者等に対し無償で飲料を提供できるサービス

を有すること。 

④ 機械の維持管理を定期的に行い、故障等が生じないように配慮すること。万が一

故障した場合は、速やかに修理を行うこと。 

⑤ 契約期間満了等による契約終了時には、新事業者への引継ぎに協力すること。 

⑥ 本条件、企画提案書及び契約書に定めのない不測の事態については、両者にて誠

意をもって協議し、対応すること。 

 


